
公募型プロポーザルの公告の訂正について 

 

下記の志賀町ＡＩオンデマンド交通システム構築業務委託に係 

る公募型プロポーザルの公告について、下記のとおり訂正します。 

 

令和６年１０月８日 

 

志賀町長 稲岡 健太郎 

 

記 

 

１ 公告日 令和６年９月２６日（志賀町公告第３０号） 

 

２ 委託業務名 志賀町AIデマンド交通システム構築業務委託 

 

３ 訂正内容  

 

２ 企画提案の募集参加資格に関する事項 

（8）過去３年以内に地方自治体が発注した、ＡＩ(人工知能)を活用した 

オンデマンド交通システムの運行又はシステム提供の受注実績を１件

以上有すること。 

 

 

【訂正前】 

 

（8）過去３年以内に地方自治体が発注した、ＡＩ(人工知能)を活用したオン

デマンド交通システムの運行又はシステム提供の受注実績を１件以上有す

ること。 

 

【訂正後】 

 

（8）過去３年以内に地方自治体、地域公共交通活性化協議会及び民間企業が

発注したＡＩ(人工知能)を活用したオンデマンド交通システムの運行又は

システム提供の受注実績を１件以上有すること。 


